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平成３０年 第１回 臨時会 

田 原 本 町 議 会 会 議 録  
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午前１０時００分 開会 

於田原本町議会議場 

────────────────────────────────────────── 

１，出 席 議 員 （１３名） 

   １番 梶 木 裕 文 君     ２番 山 田 英 二 君 

   ３番 寺 田 元 昭 君     ４番 村 上 清 司 君 
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  １０番 竹 邑 利 文 君    １１番  田 容 工 君 

  １２番 植 田 昌 孝 君    １３番 松 本 美也子 君 

  １４番 小 走 善 秀 君 

────────────────────────────────────────── 

１，欠 席 議 員 （１名） 

   ９番 西 川 六 男 君 

────────────────────────────────────────── 

１，出席した議会事務局職員 

議会事務局長 坂 本 定 嗣 君 局 長 補 佐 森 惠 啓 仁 君 

────────────────────────────────────────── 

１，地方自治法第１２１条第１項の規定により出席した者 

町 長 森   章 浩 君 町 長 公 室 長 植 田 知 孝 君 

総 務 部 長 持 田 尚 顕 君 産業建設部長 森   博 康 君 

上下水道部長 谷 口 定 幸 君 総 務 課 長 森 里 義 則 君 

教 育 長 植 島 幹 雄 君 教 育 部 長 竹 島 基 量 君 
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────────────────────────────────────────── 

平成３０年田原本町議会第１回臨時会議事日程 

２月９日（金曜日） 

○開  会（午前１０時） 

○町長招集挨拶 

○会期の決定 

○会議録署名議員の選出 

○町長の専決事項の指定についての報告（報第１号から報第３号） 

○議 第 １ 号 平成２９年度田原本町一般会計補正予算（第７号）について 

  ・提案理由の説明 

  ・質疑 

  ・討論 

  ・採決 

○議長閉会挨拶 

○町長閉会挨拶 

○閉  会 

────────────────────────────────────────── 

本日会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

────────────────────────────────────────── 
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午前１０時００分 開会 

○議長（植田昌孝君） ただいまの出席議員数は１３名で定足数に達しております。

よって、議会は成立いたしました。 

  これより平成３０年田原本町議会第１回臨時会を開会し、直ちに会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

町 長 招 集 挨 拶 

○議長（植田昌孝君） 町長より臨時会招集についての挨拶を受けることにいたしま

す。町長。 

（町長 森 章浩君 登壇） 

○町長（森 章浩君） 議長のご指名によりまして、平成３０年田原本町議会第１回

臨時会の開会に際しまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  議員各位におかれましては、日ごろから町政発展のために多大なご支援、ご協力

を賜っておりますことに深謝申し上げます。また、公私何かとご多用の中、急遽の

招集にもかかわりませずご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  さて、このたびの臨時会は、懸案でありました田原本中学校及び北中学校の給食

施設の整備事業に伴います補正予算でございます。中学校給食の実施に向け、昨年

度から給食施設等の工事設計に取り組み、来年度での建設事業実施を予定しており

ました。そうした中で、国・県と再三協議を重ね、このたび平成２９年度の施設整

備に係る補助の採択見込みとなり、本年度の補正予算で計上いたすものでございま

す。何とぞよろしくお願い申し上げまして、開会の挨拶とかえさせていただきます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

会 期 の 決 定 

○議長（植田昌孝君） 会期の件についてお諮りいたします。臨時会の会期は、本日

１日といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（植田昌孝君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日の１日と決定い

たしました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

会議録署名議員の選出 
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○議長（植田昌孝君） 続きまして、会議録署名議員について、会議規則第１２６条

の規定により、議長より指名いたします。１１番、 田議員、１３番、松本議員、

１４番、小走議員、以上の３名の方にお願いをいたします。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

町長の専決事項の指定についての報告（報第１号から報第３号） 

○議長（植田昌孝君） 町長の専決事項の指定についての報告をいたします。 

  地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分されましたのは、報第１号か

ら報第３号までの３件であります。なお、既に招集通知とともに専決処分書を配付

しておりますので、ご清覧おきお願い申し上げます。（「議長」と呼ぶ者あり） 

  １１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 質疑させてもらってもよろしいですか。 

○議長（植田昌孝君） はい。 

○１１番（ 田容工君） これだけではわかりにくいと思いますので、少し聞かせて

いただきます。 

  まず、公共下水道整備等工事（特）第２９－１号について聞かせていただきま

す。 

  これは味間から阿部田に抜ける道だと思うんです。阿部田から味間とも言います

けれども、そこの路盤の強度を確保するという説明を…… 

○１４番（小走善秀君） 提案理由の説明が終わってからでいいのではありませんか。 

○１１番（ 田容工君） これは、見ておいてくださいで終わりですから。 

○議長（植田昌孝君） 暫時休憩します。 

午前１０時０３分 休憩 

────────────── 

午前１０時０４分 再開 

○議長（植田昌孝君） 再開します。 

○１１番（ 田容工君） 路盤の強度の確保ということを聞かせていただきました。

そこで、どういうふうにされるのかというところを教えていただけますか。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（森 博康君） 公共下水道整備等合冊工事により実施しました道路
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改良工事でございますが、町道味間八田線におきまして、当初の計画では、既設の

路盤は良好なものとして通常の打ちかえ工事での施工を予定しておりました。施工

時に舗装を撤去した際、現状の路盤が良好であるとは判断できない状態であり、路

盤状況の確認をするため支持力試験を行ったところ、路盤改良が必要となる結果で

ありました。所定の舗装工程を満たすには路盤部で２５ｃｍのセメント改良が必要

となり、また、当該区間におきまして既設の大部分の舗装厚が１０ｃｍであり、一

部区間で３０ｃｍの厚みもあり、当初想定した町道の一般的な舗装厚５ｃｍよりも

厚かったため、これらの舗装殻の撤去に係る運搬諸費分を増加した形で増額になり

ました。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） ちょっと最後がわかりにくかったんですけれども、アスフ

ァルトをめくってみたら路盤がややこしいと。調べたら２５ｃｍのセメント改良が

必要だということになったと、そこまではわかったんですよ。それと、町道のアス

ファルトの厚さは今の話では５ｃｍだと。ところが１０から３０ｃｍという話が出

ていたのが何の話かわからないのと、ここは明日香運送さんとか多くの事業所、工

業地帯となっていますよね。出入り口になっていますので、かなり大型の車が通る、

重たい車が通るというところなんですけれども、そこでは５ｃｍの厚さじゃなくて

何ｃｍの厚さでされるか、それもあわせて教えてもらえますか。 

  特に、ここは道路の拡張もやっていますよね。拡張しているほうはそのようなセ

メントの補強工事はされていないと思いますので、片一方だけセメントを２５ｃｍ

の厚さで敷いて片一方だけ何もないのでは、結果的に車の重さで片一方だけ傾く、

西側が傾くということだと困りますので、その辺はどういうふうに改良されるのか、

そこをちょっとお教えください。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（森 博康君） 既設の舗装構成は、路盤が５５ｃｍ、表層が５ｃｍ

の状態で考えておりました。路床のＣＢＲ試験、ＣＢＲ値です。路床の強度の固さ

が１．２％であったと結果が出ております。当該路線に関しましは、交通量区分は

Ｎ４交通といいまして大型車１００台以上２５０台未満で想定しておりました。舗

装設計に当たっての条件として、当該路線は製造業や運送業の企業が多く、１０年
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後の舗装の信頼度９０％を考えておりました。その場合、必要なＣＢＲの概算値を

考えますと改良幅が２４．５７ｃｍ必要という結果になり、現状の舗装の等値換算

厚は１３．５ｃｍでありましたので、舗装強度が不足している形で舗装の改良幅を

２５ｃｍとして改良した結果になっております。 

  その中で、必要等値換算数値を満足させるために、現状の路盤厚が５５ｃｍほど

ありましたが、そのうちの２５ｃｍをセメント改良、１㎥当たり５０ｋｇの状態で

改良し、表層厚は通常の５ｃｍ厚でもてる路盤強度にした結果でございます。 

○１１番（ 田容工君） 拡張した西側もそうなんですか。 

○産業建設部長（森 博康君） 拡張した西側に関しましては、通常の山土を埋め戻

し、設計強度を持たせた新設道路という形のもので…… 

○１１番（ 田容工君） ５５ｃｍでいけるということですか。 

○産業建設部長（森 博康君） はい。検討しておりますので、新設のところはやっ

ておりません。 

  それと、東側の歩道の部分も、荷重が載らない関係上、そういう地盤改良に関し

ましては行っておりません。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 舗装の分とはおっしゃいますけれども、結果的に歩道が車

道と分離されるかどうか私は存じ上げませんけれども、やはり対向するときはそっ

ちへ寄る可能性もあるだろうという点では心配をしています。その点では、問題が

起こらないようによろしくお願いします。 

  続いて、賠償事故に係る損害賠償額の決定について聞かせていただきます。 

  富本地内の富本１０号線を走行中に、町道の段差により車両の底をすり、車両裏

側の部品を損壊したという説明がなされています。これは、特別に車高の低い自動

車だったのか、それとも普通の自動車だったのか、説明をお願いします。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（森 博康君） 車に関しては、軽四のワゴンＲというタイプでござ

います。 

○１１番（ 田容工君） 普通の車ですよね。 

○産業建設部長（森 博康君） はい。それで、普通より車高が低いというような状
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況ではございませんでした。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） それで、今回の損害賠償額は、過失割合が田原本が７、本

人が３ということで負担したと聞いています。ということは、一般的に普通の車、

どの車が走ってもこういう事故を起こす可能性があるという状況じゃないかなと思

うんです。それで、これに対して結果が出ましたから保険金を払うと思いますけれ

ども、事後どういうふうにこの場所で同じようなことが起こらないような対策を練

られるのか、それとも改善されたのかということを教えてください。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（森 博康君） 今後の対策といたしましては、その道は三差路でし

たので、三差路表記と段差がありますよという標示の看板を、その周辺に関しまし

ては同じような段差が３カ所ありまして、その３カ所に関しまして設置していく。

車の通行方向とか看板の位置にもよりますが、５面の看板を設置するという形で考

えております。 

  それと、この事件がありまして道路維持の関係で町道を調べました。その中で３

８カ所ぐらいそういうような状況がございました。 

  そういうような状況になったところが主に県の一級河川沿い、今の川がかんでん

川でございますが、かんでん川やかがり川の周辺の町道部分に関しましてこういう

ような状況になっています。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 私の認識している場所と同じなのかどうかわからないんで

すけれども、かんでん川の横、橋がかかっています。その橋の前後がぐぐっと、橋

が上がっているということになるのか、そういうところがあって、その道にはマフ

ラーあたりをこすったような跡が何カ所もついているんですが、そこじゃないかと

思うんです。かなりの湾曲度になっていますよね。どう考えても、何でこんなこと

をしてあるのかなと思うような道なんですよ。堤防としたらそのようになるのかも

しれませんけれども、道として車を走らせるというところでは平面が普通ですよね。

それが、言ってみたらこんな状態で上がっている、下がっていると。どう見てもな

ぜこんなことをしてあるんだろうと思うところなんです。 
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  ゆっくり走ったら当たりませんといってもいろいろありますよね。車高は変わら

なくても車体が長かったら絶対に後ろは当たりますので、看板を立てる、それは必

要かもしれませんけれども、やはり道路を改良する、こういう問題が起こらないよ

うな道にするということが一番の解決になると思いますので、それは私はするべき

だという意見を述べさせていただきます。されるかどうかはまだ考えていないと思

いますので、この場では。 

  あそこは通行量はさほどないと思います。ないと思いますけれども、町道として

認定している以上はやはり安全な道路であってほしいと思いますので、そう要望し

ておきます。 

  以上です。 

○議長（植田昌孝君） 小走議員。 

○１４番（小走善秀君） 先ほどの説明で、一応工事の改良、増額になった経緯をお

聞きしたんですけれども、その説明の中でちょっとクエスチョンマークだと思うの

は、当初、入札の前にそういうことを把握して設計等に出すのが普通じゃないかと

思うんですが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（森 博康君） 設計前にＣＢＲ試験というのを出すのも一つのやり

方だと思いますが、設計委託という形で発注した場合、調査というような形で発注

した場合、経費の上乗せがすごくその業務に対してかかっていくという、単純に５

０万円で調査が済むものが軽く１００万円を超えるというような感じになってしま

います。だから、それを工事にかかる前に舗装をめくった状態でこの地点が怪しい

なというのをまず目で確かめます。委託で出した場合でしたら舗装が張った状態に

なっているんで、本当に傷んでいるところというのが目で確認ができないというデ

メリットもあるわけです。だから、舗装をめくった状態でその位置を確認して、な

おかつ的確な位置で地盤調査をすると。その調査を業者に出す場合でも経費面でか

なり助かるという形で、舗装の直前にそういうものをしております。 

○議長（植田昌孝君） 小走議員。 

○１４番（小走善秀君） わかりました。 

  ただ、これは入札ですね。指名入札だったのかな。 
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○産業建設部長（森 博康君） 一般競争入札です。 

○１４番（小走善秀君） 何者が応札したのですか。 

○議長（植田昌孝君） 暫時休憩します。 

午前１０時１７分 休憩 

────────────── 

午前１０時１８分 再開 

○議長（植田昌孝君） 再開します。 

○１４番（小走善秀君） 後で報告を聞くとして、例えばこれが一般競争入札であれ

ば、入札するについて業者ごとに考えるわけです。応札するかしないかは金額によ

っても決まるわけですね、予定金額によってもね。だから、大体抽せんになったり

するわけだけれども、正規の入札の場合に、設計すべき内容が整っていなかったら、

要するに設計金額をはじき出すのが小さくなったり大きくなったり、それは入札書

によって判断するわけですね。だから、やっぱり入札にかける以上は、はっきりし

たこういう工事を明示していかないとはっきりした金額が出せないということにも

なるわけですね。落札した後にちょっとこの金額が少なかったから増やそうかとい

ったら、増やせないことはないわけですね。議会承認をかけるまでに、これだけ増

えましたといって報告で済ませるか、はっきり議会承認に出てくる時点できっちり

した金額になるか、小さ目に入札しておいて後で金額が増えましたということがで

きるわけです、今のような状況だったら単純に考えるとね。 

  間違いはないと思うんですよ。やったことについて、設計も委託し、その結果入

札してこうなったということだからわかるけれども、今後のことも考えたりしたら、

この入札金額が後で報告したら増額できるんだということになると、安易な考え方

でそうなるとちょっと問題だなということで言わせてもらったんですけどね。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（森 博康君） 先ほどもちょっとお話ししましたけれども、当初の

計画は、日ごろ、かなりの重量車両が通ります。地盤自体もかなり強固になってい

ました。その中で、既設の路盤自体は良好だと解釈してきたと。良好な理由という

のが、さっきも言いましたけれども、舗装厚が厚くて、その舗装厚で道路自体がも

っていたような状況だったんです。それが、舗装厚が通常は５ｃｍですけれども２
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０ｃｍ以上もあるような舗装厚の状況になっています。しかし今度、舗装改良する

ときに、通常の５ｃｍ舗装でやりますと。５ｃｍから下に関しましては強固な路盤

工に変えていくというのが一番得策なんです。それが、同じ５ｃｍ幅を２０ｃｍに

したらかなりの費用がやっぱりかかりますので、路盤を強固にすることによって固

めていったという、当初はもつと考えておりましたが、舗装厚がそこまで影響して

いたという関係で急遽変更になってしまったというような状況でございます。 

  それと、先ほどの業者ですけれども、一般競争入札で６者の競争で、最低価格業

者がとったということです。 

○１４番（小走善秀君） それ、抽せんですか。それとも……。 

○産業建設部長（森 博康君） 最低価格の抽せんでございます。 

○議長（植田昌孝君） 小走議員。 

○１４番（小走善秀君） 要するに、今言ったように、落札した後で金額が高くなり

ましたと報告しますね、この報告でいいわということで済ますのはどうかなという

ことを言っているわけで、今後はやっぱり入札・設計金額を出すについても、きっ

ちりしてくださいよということを言っているわけ。こういう、後で金額が増えまし

たという事も厳密に考えてもらわなければならないということを言っているわけで

す。その辺をちゃんと自覚してもらって、そうするということを約束してもらわな

いと、こういうのがたびたび出てくるようでは困ると思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（植田昌孝君） 産業建設部長。 

○産業建設部長（森 博康君） 議員のご指摘も参考に、今後気をつけます。 

○議長（植田昌孝君） ほかにありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

議第１号 平成２９年度田原本町一般会計補正予算（第７号）について 

○議長（植田昌孝君） 続きまして、議第１号、平成２９年度田原本町一般会計補正

予算（第７号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

（町長 森 章浩君 登壇） 
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○町長（森 章浩君） 議長のご指名によりまして、平成３０年田原本町議会第１回

臨時会に提出させていただきました議案について、その概要の説明を申し上げます。 

  議第１号、平成２９年度田原本町一般会計補正予算（第７号）につきましては、

補正予算額は６億５，４８７万８，０００円の増額で、予算総額は１３５億６，０

８７万８，０００円となります。 

  補正の内容といたしましては、教育費の増額で、国庫補助事業の採択見込みであ

る田原本中学校及び北中学校での給食施設建設に伴う工事及び工事管理に要する経

費でございます。 

  財源につきましては、国庫支出金、地方債及び繰入金でございます。 

  また、工期等が確保できないことから、地方自治法第２１３条第１項の規定によ

り翌年度に繰り越すものでございます。 

  次に、地方債補正は、中学校給食施設等建設事業を４億５，２２０万円追加し、

２４億５，６００万円にするものでございます。 

  以上、提出いたしました議案についてご説明を申し上げました。何とぞ慎重にご

審議の上、ご賛同賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（植田昌孝君） ただいまの提案理由に対し、質疑を許します。質疑ありませ

んか。１１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 議会としても中学校給食を早期にやってほしいという方向

を出していましたところ、やっと建設にたどり着いたのかなという思いです。そこ

で、どんなものをつくるのかということで何点か聞かせていただきたいと思います。 

  今日は机の上にこういう配置図を配っていただきましたので、この説明を聞きた

いなと思います。 

  ＥＰＳ、ＢＷとか横文字がありまして、わからないのでそれも説明していただき

たいんですけれども、それと、２つを見比べて気になったこと、それは、主食・牛

乳検収室、両方にあるんです。アレルギー対策エリアも両方にあります。違いがあ

ります。田原本中学校と北中学校に違いがある。それは何かといったら、前室が設

けてあるか設けてないか、また、ほかの部屋と隔離されているか隔離されていない

かいう点で差がある。なぜ差があるのかということと、これで大丈夫なのかが心配

ですので、説明をお願いします。 
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○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） まず、本日お配りいたしました追加資料でございますが、

最初にお尋ねになりましたＥＰＳでございます。電気設備の配管、配線及び分電盤

等の設置スペースでございます。 

  次に、検収前室が田原本中学校にあって北中学校にないということですが、アレ

ルギー対策エリアも含めまして北中学校の調理場のほうが規模が小さい、スペース

が少ない関係で、検収前室という役割といいますのは、外から主食、牛乳であった

り野菜であったりの食品を持ち込むときに二重扉の役割を果たして、ここで一旦持

って入ってドアが閉まって、内側のドアが閉まっていると。そこから検収室へ持ち

込むという流れになっております。田原本中学校にはこれがついておりますが北中

学校にはついておりません。そのかわり北中学校については清掃を毎日、田原本中

学校ももちろん清掃しますが、綿密に清掃ができるように側溝等を設けております。 

  次に、アレルギー対策エリアでございますが、田原本中学校は区画されておりま

すが、北中学校についてはエリア、コーナーとなっております。これにつきまして

も飛散物がないよう配慮した設計でございます。 

  以上でございます。 

○１１番（ 田容工君） ＢＷというのは。 

○教育部長（竹島基量君） すみません、ちょっとお時間をいただけますか。 

○議長（植田昌孝君） 暫時休憩します。 

午前１０時２９分 休憩 

────────────── 

午前１０時３０分 再開 

○議長（植田昌孝君） 再開します。１１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 文部科学省は前室を設けるようにしなさいという指示を出

していますよね。例えば野菜等の搬入のところには検収前室を両方ともつくってい

る。牛乳と主食のところだけ差があるというところは何らかの問題があるのか、そ

れとも、いわばちょっと広くするだけで配膳室が北までこんなに長いのが要るのか

というところもあったら、場所がなかったということでもないんだろうと思います。

それと心配なのは、アレルギー対策という点では、どこまでされるかは知りません
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けれども、調理室で混入すると困るということで心配をしています。どう対応され

るか、またよろしくお願いします。 

  また、ドライ方式という説明をいただきました。ドライ方式で、今回の契約の中

には備品代等も含まれているのか、それがちょっと今わからないので、どんな備品

が入れられるのかということも教えていただきたい。普通は釜とかフライヤー、ロ

ースター、真空冷却器、炊飯器、こんなのも大体入っていると。オール電化かどう

か、そこも教えてほしいです。その辺はいかがですか。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） まず、ＢＷは昇降機でございます。申しわけございませ

ん。 

  それと、今回の補正予算に上げさせていただいておりますのは厨房機器も含まれ

ております。厨房機器については、シンクであったり回転釜、スチームコンベクシ

ョンオーブン、フライヤー等が含まれております。 

○１１番（ 田容工君） オール電化ですか。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） オール電化ではなく、熱源はガスと電気でございます。 

○１１番（ 田容工君） 炊飯器はないんですね。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 炊飯器はございませんが、回転釜でご飯を炊くことがで

きます。 

○議長（植田昌孝君） １１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 今、小学校はご飯は業者から買い取り、配送してもらって

います。チャーハン等は釜でつくっていると。中学校の場合は同じですか、それと

も変わるんですか。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 小学校給食をベースに考えておりまして、小学校の場合

も炊き込みご飯等は釜で炊いておることもございます。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） あと、真空コンベクションとは冷却器のことですね。それ
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をまた後で教えてください。 

  あと、田原本中学校は、できた給食を車に積んで、そして正面玄関から搬入する

という話を聞きました。配送車は何台使えるんですか。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） ２トン車１台を考えております。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 車を１台確保して人を確保するということになりますので、

お金がかかると。そしたら、国の補助金５，８００万のうちの田原本中学校分はど

れだけ分かわかりませんけれども、３，０００万ぐらいなのかなと思うわけです。

だから、例えば国の補助金がなくてもその負担がない状態でつくったほうが使いや

すいんじゃないかというような思いもするわけです。その点では、国の補助金をも

らえなかったら反対に自由に設計もできますから、その点は、車で運ばなければな

らないというところはネックじゃないかなと私は思っているんです。その点で、な

ぜ車で運ぶということを選択するような土地を選定されたのかというところの説明

をお願いします。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 田原本中学校につきましては、建設場所を何カ所か絞っ

て検討いたしました。まず南館校舎と本館校舎の間の西側のほう、そちらは手狭で、

校舎の配管等が埋設されていることがわかりましたので断念いたしました。次に第

一体育館跡地についても考えましたが、道路で仕切られておって、中学校の敷地で

はございません。給食調理室は動力を使います。田原本中学校のエリアは住居専用

地域でございますので、工場を建てることができません。公聴会等を開いてクリア

する方法もございますが、期間もかかる、解体費用もかかるということで、最終的

に県道から最も入りやすく工事期間を短縮できる現在の予定地を決定いたしました。 

○議長（植田昌孝君） １１番、 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 早くやってくれというのは議会の要望でもあったわけです

けれども、ただ、そんなに早くなかったんですね、これ。私は、国の補助金をもら

わなければならなかったのかなとちょっと疑問なんです。 

  車で配送するということで、学校の中に車が入ってきますよね、運動場のところ
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に。入ってくる車に４トン以上の車というのはあるんですか。 

  それと、この図を見る限り、これが北ですので、どこから入るかといったら、南

側のところから検収しますので入りますよと。西側の一番北の端から入りますよと。

配膳をして出るのは西側の北の端ですよというところでは、車の流れというのはど

うなるんですか。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 議案につけさせていただきました配置図でございます。

県道から入りまして、給食棟を建てるエリアについてはフェンスで運動場と行き来

ができないようにして、子どもたちに危険が及ばないように配慮いたしております。

給食の車両は、現在の入り口があります南西部の隅から入ります。見ていただいた

ら、隣の敷地との間に少し間隔があいておりますので、そこから車が入ります。 

○１１番（ 田容工君） 北を向いて。北の一番端まで。 

○教育部長（竹島基量君） はい。 

  外へ出て一旦公道を走るのは、運動場を走りますと当然子どもたちの授業にも支

障を及ぼしますので、そういう配慮でございます。 

○１１番（ 田容工君） 今のでは全然わかりません。どこからどう出ていくのです

か。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 図の左下の現在車が出入りしております出入り口、そこ

から北のほうへ向いて入ります。右側に、円の中に拡大図がございますが、県道か

らスロープで下ってきて、右へ行けば野菜等の検収前室、左の奥へ行けば、北西部

の隅です。これは主食・牛乳の検収室でございます。配膳室から、同じようにそこ

から積み込んで公道を走って昇降機のところ、北館校舎の昇降機のところへ入ると。

できるだけ学校の敷地の中を走らないように配慮しております。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 細かいことを言ってすみません。要するに、入ってくると

きは北を向いて入って直進しますでしょう。前を向いていますよね。積み込んでバ

ックで出てくるんですか。どこかで方向転換しないと、入るときと出るときは方向

が反対になるでしょう。その辺ちょっと教えてほしいんです。 
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○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 車の大きさにもよりますが、回転する、もしくはバック

して、拡大図の１９．５ｍと書いているところ、ここへ一旦バックして回転するこ

ともできます。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） これだけ運動場の面積が減るということになるんですね、

結果としたら。また、フェンスで囲うということですからもうちょっと建物よりも

狭くなると。その点では、中学校の設置に当たって国は運動場の基準というのを持

っていますよね。田原本中学校はどれだけの運動場があって、基準ではどのぐらい

必要だという数字はどうなんですか。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 特に運動場の面積がどれ以上必要という、生徒数との兼

ね合い等の基準については、申しわけないんですが今わかりませんが、現在、プー

ルの南側の部分では陸上部の生徒が投てき等に使っております。この部分を利用す

るかわりにグラウンド整備、東側に相撲の土俵等がありますが、あの部分は余り使

われておりませんので、その部分を整理して、かわりのスペースにしたいと考えて

おります。 

○１１番（ 田容工君） どのぐらいの面積が確保できるんですか。そこを教えてく

ださい。 

○教育部長（竹島基量君） 投てき場をフェンスで囲んで砲丸等が外に出ないように、

今具体的な面積は持っておりませんが、配慮はしております。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 教育施設ですから、生徒数あるいは学級数に応じてどれだ

けの運動場を確保しなさいと、実際にできないところはありますよ。ありますけれ

ども、やっぱりできるところは極力それは確保すべきだと私は思うんですよ。その

点では、実際に運動場はどれだけになるかなんて、もともとの運動場からこの面積

を引いたら出るだけの話でしょう。すぐ出ますでしょう。それは出してください。

お願いします。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 
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○教育部長（竹島基量君） お時間をいただいてよろしいですか。 

○議長（植田昌孝君） はい。 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 答えが出る前にもう一つ聞かせていただきます。 

  きょうの町長の提案の中には、給食は防災対策ということでは余り触れられなか

ったということです。あえて触れておられないと思います。もともと、中学校給食

を実施するに当たってセンター方式じゃなくて自校方式にするに当たっては、防災

対策に留意したものをつくりたいという意向を聞かせていただいていました。その

点では、どういう形で防災対策に活用できるものが含まれているのかというのを教

えてください。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） まず、自校方式の特徴といたしましては、温かい給食を

すぐに提供できるというメリットがございます。それと防災面では、最近桜井市の

給食センターもオープンいたしましたが、やっぱりセンター方式のほうが調理規模

も大きいので防災面には適している面もございます。本町もその辺は工夫いたしま

して、災害時に避難住民に温かい食事が提供できる施設として考慮もしており、停

電時でも作業が可能なように、先ほど申しましたようにガスを使います。ガスを熱

源とした厨房機器を使用しております。 

  また、照明用の電源を確保するために太陽光発電を屋根に設置する予定でござい

ますが、太陽光発電に係る補助金の内定を２９年度予算で受けられなかったことか

ら、３０年度予算で計上して別途契約して、調理場完成後に設置する計画をいたし

ております。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 災害時に調理師さんに来てもらうということですよね、今

の話からしたら。そういうことが直営でしたら可能だと思うんですけれども、そう

いう契約というのは今、小学校の給食委託契約では含まれているんですか。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 必要に応じて来ていただけるような契約になってござい

ます。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 
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○１１番（ 田容工君） ちょっと気になるのは北中学校の立地です。災害にもいろ

んな災害がありまして、地震はさほどないのかなと思うんです。直下型だったら大

変ですけれども、水害という災害はなかなか大変ですよね。北中学校の周辺には町

内からずっと流れてきた水が集まってくると。実際には正門の前も水没しますし、

学校自体は水没しませんけれども道路が水没しますし、給食棟に入るところは一番

水没するところだと認識しているんです。そんな場合の対策というのは何か検討さ

れているんですか。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 現在のところ、給食調理場の建設に取り組んでいるとこ

ろでございまして、そこまではできておりません。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） そしたら、これが済んでから何か対策を講じるということ

になるのかと。本来は普通、一番心配するところだと思うんですよ。要するに、水

が入ってきたら、避難所であるところに子どもたちがいるにもかかわらず給食が提

供できないという状況になっていたのでは困るということですので、ぜひ、どんな

策があるか私はわかりませんけれども、知恵を絞って対策を講じていただきますよ

うお願いします。 

  予定している質問はこれだけですので、あと運動場の面積だけ答弁をお願いしま

す。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 先ほどご質問いただきましたスチームコンベクションオ

ーブンでございますが、これは、ファンにより熱風を強制対流させるオーブンに蒸

気発生装置を取りつけて、熱風または蒸気それぞれ単独に利用して焼く、蒸す、ま

た、同時に利用できることで煮る、炊く、炒めるなどができる多機能な加熱機器で

ございます。 

○１１番（ 田容工君） 真空と言わなかったですか。真空冷却器はないの。 

○教育部長（竹島基量君） シンクです。流し台です。 

○議長（植田昌孝君） 田議員。 

○１１番（ 田容工君） 真空冷却器は設置しないのですか。 
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  何でこんなことを言っているかというたら、給食をつくると。温かいまま、その

まま配送できたら一番なんですけれども、一旦温めてからすぐ冷やして、またほか

の食材とまぜるとか、そういうときには今、真空冷却器が必要だと大体の本に書い

てあるんです。それで、何でないのかなということで聞きたかったんで、その辺は

どうですか。そこだけよろしく。 

○議長（植田昌孝君） 教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） それも、お時間をいただいて確認させていただいてよろ

しいでしょうか。 

○１１番（ 田容工君） 私はいいですけど。 

○議長（植田昌孝君） ほか、ありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（植田昌孝君） 暫時休憩します。 

午前１０時５０分 休憩 

────────────── 

午前１０時５２分 再開 

○議長（植田昌孝君） 再開します。教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） まだ運動場の面積は届いておりませんが、真空冷却器に

ついては両校とも設置いたします。 

○議長（植田昌孝君） 暫時休憩します。 

午前１０時５３分 休憩 

────────────── 

午前１１時０１分 再開 

○議長（植田昌孝君） 再開します。教育部長。 

○教育部長（竹島基量君） 申しわけございません。大変お待たせいたしました。 

  中学校の設置基準では、「校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場

合を除き、別表に定める」ということで、田原本中学校をこれに当てはめますと、

生徒数で計算しまして６，７００㎡が必要でございます。ただし、教育上支障がな

い場合はこの限りではないという規定もございますが、現在、１万２，５００㎡ご

ざいます。それから給食調理場を建てまして約５００㎡使いますので１万２，００
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０㎡残ります。したがいまして基準を満たしております。 

  以上でございます。 

○１１番（ 田容工君） わかりました。 

○議長（植田昌孝君） ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（植田昌孝君） ないようですので、これにて質疑を打ち切ります。 

  これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（植田昌孝君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（植田昌孝君） ないようですので、これにて討論を打ち切ります。 

  それでは、これより採決に入ります。 

  議第１号、平成２９年度田原本町一般会計補正予算（第７号）を採決いたします。

本案を原案どおり決することに賛成諸君の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○議長（植田昌孝君） 全員賛成と認めます。よって、本議案は原案のとおり可決さ

れました。 

  以上をもちまして、本臨時会の日程は全て終了いたしました。よって、これをも

ちまして閉会といたします。 

  閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

  本日は、公私何かとご多忙の中ご出席いただき、熱心に、慎重に審議を賜り、中

学校給食に係る重要議案を議了できましたことを心から感謝申し上げます。 

  理事者におかれましては、中学校給食の早期実施に向け、より一層の取り組みを

期されるようお願い申し上げる次第であります。 

  さて、寒い日が続いておりますが、皆様におかれましてはお体に十分ご留意され、

今後とも町政発展にご尽力いただきますことをお願い申し上げまして、閉会の挨拶

とさせていただきます。ありがとうございました。 

────────────────────────────────────────── 

町 長 閉 会 挨 拶 
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○議長（植田昌孝君） それでは、閉会に当たりまして町長より挨拶を受けることに

いたします。町長。 

（町長 森 章浩君 登壇） 

○町長（森 章浩君） 議長のご指名によりまして、平成３０年田原本町議会第１回

臨時会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  本臨時会に上程になりました議案につきまして円滑にご審議、ご同意を賜りまし

たこと、厚く御礼を申し上げます。 

  まだまだ厳しい寒さの季節でございますが、議員各位におかれましてはご自愛い

ただき、あわせまして町政発展のために格段のご支援、ご協力を賜りますようお願

い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（植田昌孝君） それでは、これにて閉会いたします。ありがとうございまし

た。 

午前１１時０５分 閉会 
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